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令和５年度 茅ヶ崎市成年後見制度利用促進会議について 

 

１ 趣旨・目的 

 専門職団体や関係機関の代表、地域の関係者及び学識経験者の連携の強化及び市の成年後見制度

利用促進に係る検討の参考とするため、成年後見制度に関わる関係機関等より意見を聴取する。 

※会議の実施にあっては、成年後見制度利用促進基本計画の策定について審議する「茅ヶ崎市地域

福祉推進委員会」等との連携を図ることとする。 

※会議はあくまでも意見聴取のための会議体であり、何らかの意思決定を伴う合議制の審議会等と

は異なる。 

※会議は原則、公開 

 

２ 設置根拠 

茅ヶ崎市成年後見制度利用促進会議設置要綱 

 

３ 構成員等 

 (1) 構成員 

 ① 神奈川県弁護士会の代表者（内嶋順一氏） 

 ② 成年後見センター・リーガルサポート神奈川県支部の代表者（司法書士会）（尾上美子氏） 

 ③ 神奈川県社会福祉士会 ぱあとなあ神奈川の代表者（社会福祉士会）（小野田潤氏） 

 ④ コスモス成年後見サポートセンター 神奈川県支部の代表者（行政書士会）（渡辺和也氏） 

⑤ 茅ヶ崎市で活躍する行政書士の代表者（粂智仁氏） 

 ⑥ 茅ヶ崎医師会の代表者（大木教久氏） 

 ⑦ ＮＰＯ法人湘南ふくしネットワークオンブズマンの代表者（三谷智百合氏） 

 ⑧ 茅ヶ崎市地域包括支援センター管理責任者会の代表者（青柳雅之氏） 

 ⑨ 茅ヶ崎市相談支援事業所連絡会の代表者（柴田勝一氏） 

 ⑩ 茅ヶ崎市社会福祉協議会の代表者（茂木香代子氏） 

(2)その他 

研究会の内容に応じて、必要な場合には説明及び意見を求めるため、関係者の参加を依頼するこ

とができる。 

 (3) 事務局及び市関係課 

  茅ヶ崎市福祉部地域福祉課（事務局）、障がい福祉課、高齢福祉課 

 

４ 開催スケジュール 

  令和５年度は４回開催を予定。 

 

５ 会議出席者への謝礼 

  １回の会議につき、８，０００円（報償費） 

 

【参考】 

○成年後見制度の利用の促進に関する法律 

（市町村の講ずる措置） 

第十四条 市町村は、成年後見制度利用促進基本計画を勘案して、当該市町村の区域における成年後見制

度の利用の促進に関する施策についての基本的な計画を定めるよう努めるとともに、成年後見等実施機

関の設立等に係る支援その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 


